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１ 朱雀第三小学校と朱雀第三学区 

(1) 現状 

朱雀第三小学校では，所在地は下京区（中堂寺北町２３番地）であるが，通学区域（朱雀

第三学区）は中京区であるという，所在地と通学区域の不一致が生じている。（位置図参照） 
このような，所在地と通学区域における行政区の不一致は，京都市内では唯一，朱雀第三

学区のみで生じている。 
(2) 歴史的経過 

朱雀第三小学校の通学区である地域は旧朱雀野村に当たり，また，朱雀第三小学校の所在

地である下京区中堂寺北町は旧大内村に当たる。いずれも大正７年に京都市に編入されて，

下京区の所管となったが，昭和４年に中京区が新設された際，この地域については旧朱雀野

村と旧大内村の境である，松原通で中京区と下京区に分区したため，通学区域と学校所在地

の行政区が異なることとなった。 
 

２ 地元要望 

朱雀第三学区の住民にとって，朱雀第三小学校は地元自治活動や地域防災活動の拠点である

とともに，地域住民の心の拠り所であり，誇りである。また，学区住民は，学区児童を中京区

を所在地とする朱雀第三小学校へ通学させたいと願っている。このため，朱雀第三小学校敷地

を下京区から中京区へ編入し，学校所在地と通学区域の行政区を一致させることを以前から要

望されている。 

また，朱雀第三学区自治連合会会長から，朱雀第三小学校が所在する光徳学区の自治連合会

会長に確認された結果，光徳学区からは，朱雀第三小学校敷地を中京区へ編入することについ

て「支障ない」との回答を得ている。 

 

３ 区界変更による行政への影響 

朱雀第三小学校を所管する教育委員会事務局は，「編入による学校へのマイナスの影響はなく，

編入により小学校と地元が一層協働できればよいと考える。ただし，時期は新年度当初が望ま

しい。」としている。また，朱雀第三小学校の住所変更に伴い，「京都市立小学校条例」を改正

する必要がある。 

警察，消防行政については，既に朱雀第三小学校はそれぞれ中京警察署，中京消防署が所管

していることから，区界変更による影響はない。 

 

４ 区界変更による住民への影響 

朱雀第三小学校敷地のみを中京区へ編入するのであれば，学校所在地である中堂寺北町２３

番地に戸籍，住民票を置いている者がいないため，住民への影響はない。 
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５ 区界町界変更案 

地元で合意が得られており，また住民への影響もないことから，地元要望に応え，朱雀第三

小学校敷地を中京区へ編入することとしたい。 

(1) 朱雀第三小学校敷地の状況 

中堂寺北町２３番地一筆（８，１１９㎡） 

敷地北側の松原通を走る区界と敷地の間には，無番地の道路と水路（いずれも本市所管）

が存在している。また，公図上，敷地内に無番地の水路（本市所管）が介在している。（現存

せず。）（区界町界変更図－２（案）参照） 

(2) 区界町界変更の方針 

① 変更による影響を最小限に留めるため，朱雀第三小学校敷地以外には極力変更を生じさ

せない。 

② 飛び地は生じさせない。 

(3) 区界町界の変更 

中堂寺北町２３番地，その土地に介在する水路，また北側に隣接する道路及び水路を，中

京区壬生松原町に編入する。（区界町界変更図－１，２（案）参照） 
(4) 区界町界変更の時期（予定） 

平成２６年４月１日 
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区界町界変更図－１（案） 
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区界町界変更図－２（案） 

（現在） 

 
 

（変更後） 
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（関係法令） 

 

○地方自治法（抄） 

 

第２５２条の２０ 指定都市は，市長の権限に属する事務を分掌させるため，条例で，その区域

を分けて区を設け，区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。 

２ 区の事務所又はその出張所の位置，名称及び所管区域は，条例でこれを定めなければならな

い。 

（以下，略） 

 

第２６０条 市町村長は，政令で特別の定めをする場合を除くほか，市町村の区域内の町若しく

は字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し，又は町若しくは字の区域若しくはその名称を

変更しようとするときは，当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 

２ 前項の規定による処分をしたときは，市町村長は，これを告示しなければならない。 

３ 第一項の規定による処分は，政令で特別の定めをする場合を除くほか，前項の規定による告

示によりその効力を生ずる。 

 

○京都市区の所管区域条例（抄） 

 

中京区の所管区域 

（前略），壬生松原町，（後略） 

 

下京区の所管区域 

（前略），中堂寺北町，（後略） 
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